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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基材と、
　前記透明基材上に設けられた暗色遮光パターン層と、
　前記透明基材の前記暗色遮光パターン層が設けられた面上に設けられたレリーフパター
ン部と
　を含む、フィルムマスクであって、
　前記透明基材と前記暗色遮光パターン層との間に金属層が設けられ、
　前記フィルムマスクは、前記金属層の厚さが互いに異なる２以上の領域を含むか、前記
暗色遮光パターン層の厚さが互いに異なる２以上の領域を含むか、
　または
　前記フィルムマスクは、前記透明基材と前記暗色遮光パターン層との間に金属層が設け
られた領域と、前記透明基材と前記暗色遮光パターン層が直接接する領域とを含む、
　フィルムマスク。
【請求項２】
　前記レリーフパターン部は、所定の間隔で形成された２以上のレリーフパターンを含む
、
　請求項１に記載のフィルムマスク。
【請求項３】
　前記レリーフパターン部は、同一の厚さを有して所定の間隔で形成された２以上のレリ
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ーフパターンを含む、
　請求項１に記載のフィルムマスク。
【請求項４】
　前記暗色遮光パターン層は、ＵＶ領域帯の反射率が３０％以下である、
　請求項１から３のいずれか１項に記載のフィルムマスク。
【請求項５】
　前記透明基材と前記暗色遮光パターン層との間に設けられた金属層をさらに含む、
　請求項１から４のいずれか１項に記載のフィルムマスク。
【請求項６】
　前記暗色遮光パターン層上に設けられた表面保護層をさらに含む、
　請求項１から５のいずれか１項に記載のフィルムマスク。
【請求項７】
　前記暗色遮光パターン層および前記レリーフパターン部上に設けられた離型力強化層を
さらに含む、
　請求項１から６のいずれか１項に記載のフィルムマスク。
【請求項８】
　前記暗色遮光パターン層と透明基材との間に設けられた付着層をさらに含む、
　請求項１から７のいずれか１項に記載のフィルムマスク。
【請求項９】
　前記暗色遮光パターン層と透明基材との間に設けられた金属層を含み、
　前記金属層と前記透明基材との間に設けられた付着層をさらに含む、
　請求項１から４のいずれか１項に記載のフィルムマスク。
【請求項１０】
　透明基材と、
　前記透明基材上に設けられた暗色遮光パターン層と、
　前記透明基材の前記暗色遮光パターン層が設けられた面上に設けられたレリーフパター
ン部と
　を含む、フィルムマスクの製造方法であって、
　透明基材上に暗色遮光パターン層を形成するステップと、
　前記透明基材の暗色遮光パターン層が設けられた面上にレリーフパターン部を形成する
ステップと
　を含み、
　前記暗色遮光パターン層を形成するステップは、透明基材上に暗色遮光パターン層形成
用材料で暗色遮光層を形成した後、フォトレジストコーティング（ＰＲ　ｃｏａｔｉｎｇ
）、ＵＶ露光（ＵＶ　ｅｘｐｏｓｕｒｅ）、現像（ｄｅｖｅｌｏｐ）、エッチング（Ｅｔ
ｃｈｉｎｇ）およびストリッピング（ｓｔｒｉｐｐｉｎｇ）工程により行われる、
　フィルムマスクの製造方法。
【請求項１１】
　前記レリーフパターン部を形成するステップは、接着樹脂をコーティングし、レリーフ
パターン部形成用樹脂組成物をコーティングし、ＵＶ露光する工程により行われる、
　請求項１０に記載のフィルムマスクの製造方法。
【請求項１２】
　請求項１から９のいずれか１項に記載のフィルムマスクを用いる、
　パターンの形成方法。
【請求項１３】
　２枚の基材と、前記２枚の基材の間に設けられた感光性樹脂組成物と、前記感光性樹脂
組成物が２枚の基材の外部に流出しないように２枚の基材をシールするシール部とを含む
積層体の一面に、前記フィルムマスクのレリーフパターン部が積層体に接するように加圧
するステップと、
　前記フィルムマスクを介して前記積層体を露光するステップと、
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　前記２枚の基材の内部に硬化されていない樹脂組成物を現像するステップと
　を含む、
　請求項１２に記載のパターンの形成方法。
【請求項１４】
　基材と、
　前記基材上に設けられた感光性樹脂組成物を用いて形成されたパターンと
　を含み、
　前記パターンは、所定の間隔で設けられたパターン流失部分を含む、
　請求項１から９のいずれか１項に記載のフィルムマスクを用いる、
　パターンの形成方法。
【請求項１５】
　２枚の基材と、
　前記２枚の基材の間で感光性樹脂組成物を用いて形成され、両末端がそれぞれ２枚の基
材に接するパターンと
　を含み、
　前記パターンの両末端間の長さは、均一である、
　請求項１から９のいずれか１項に記載のフィルムマスクを用いる、
　パターンの形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１６年１月２７日付で韓国特許庁に出願された韓国特許出願第１０‐２
０１６‐００１０２４０号の優先日の利益を主張し、その内容は本明細書に参考として組
み込まれる。
【０００２】
　本出願は、フィルムマスク、その製造方法、これを用いたパターンの形成方法およびこ
れを用いて形成されたパターンに関する。
【背景技術】
【０００３】
　一般的なフィルムマスクに基づくロールツーロール（Ｒｏｌｌ　ｔｏ　Ｒｏｌｌ）フォ
トリソグラフィ技術は、パターニングを行おうとする基材との密着力が確保されていない
場合には、パターンの解像度の低下および位置別の偏差が生じる。かかる位置別のパター
ニング偏差を解消するためには、パターン工程間、ＵＶ露光領域のフィルムマスクと基材
とを最大限に密着させるために、ラミネート工程が導入される。しかし、かかるラミネー
ト工程は、ラミネートのためのニップロール（Ｎｉｐ　Ｒｏｌｌ）の加工公差、一般的に
３／１００ｍｍ以上の公差および圧力による変形などの特性によって、正確な公差を維持
することが難しいという欠点がある。かかる欠点を解消するために、近年、ドライフィル
ムレジスト（Ｄｒｙ　Ｆｉｌｍ　Ｒｅｓｉｓｔ、以下、ＤＦＲ）を用いたパターニング技
術が試みられており、これは、常温でフィルム状態のドライフィルムレジストの温度を約
１００℃辺りに昇温させ、これを基材にラミネートし、以降、フィルムマスクをまたラミ
ネートした後、ＵＶ露光を行う工程を進める。しかし、かかるドライフィルムレジストの
場合、フィルムの厚さを所望通りに調節することが難しいという欠点、且つ実際のパター
ニング時にＤＦＲが有する解像度の問題を解消することが難しいという欠点によって、高
解像度のパターンを具現するには困難を伴う。図１はＤＦＲを用いたパターニング時の解
像度によるパターン具現能および付着力の問題を示している。具体的には、ＤＦＲを用い
る場合、１５マイクロメータ以下の孤立型パターンの付着力が問題となり、１０マイクロ
メータ領域帯のパターンのパターン具現能に問題がある。
【０００４】
　また、一般的にフィルムマスクを用いたロールツーロール露光の際には、図２のような
形状のＡロールとＢロールによるラミネーションが導入され、この際、ＡロールとＢロー
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ルとの間隔（ｇａｐ）の均一性およびＢロールの真直度によって、ＵＶ露光時にパターニ
ングされた感光性樹脂の段差および均一性が決定される。この際、ＡロールとＢロールは
、通常、一方のロールとしては硬い（Ｈａｒｄ）スチールロール（Ｓｔｅｅｌ　Ｒｏｌｌ
）を適用し、他方のロールは、樹脂の特性およびその他の工程特性に応じて決定され、例
えば、ＲＴＶ　Ｓｉロールが主に使用される。この際、ロールとロールの接触時に生じ得
る様々な器具的不良は図３に示している。図３はゴムロールとスチールロールの軸が捻ら
れ、これらが接触した時に器具的不良が生じた例を図示したものである。
【０００５】
　その他にも、ゴムロールの材質および形状に応じて、図４のような形状の不良が生じ得
る。具体的には、図４の（ａ）の理想的な接触形状とは異なり、荷重を加える位置が、一
般的にロールの縁部に位置していることから、図４の（ｂ）のように中央部分が浮き上が
る形状の変形が生じたり、中央部が厚くなる現象が生じる。かかる問題を解決するために
、図４の（ｃ）のようにクラウンロール（Ｃｒｏｗｎ　Ｒｏｌｌ）を使用したり、ロール
の縁部を研磨することで、かかる問題を解消する形態の器具的補強が行われている。
【０００６】
　しかし、かかる器具的な補強を行っても、基本的に、感光性樹脂の流体特性によってロ
ールの局所的な変形が生じることになり、かかる局所的な変形に起因して、図５のような
位置別パターンの段差が生じ、これによって汚れが目視で観察視認されることになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】韓国出願公開第１９９２‐０００７９１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本出願は、液状または流動性の感光性樹脂を用いたパターニングの際、ロールの走行方
向であるＭＤ（Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）およびＴＤ（Ｔｒａｎｓｖｅｒｓ
ｅ　Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）のムラ（Ｍｕｒａ）を改善することができるフィルムマスク、
その製造方法、これを用いたパターンの形成方法、およびこれを用いて製造されたパター
ンを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本出願の一実施形態は、
　透明基材と、
　前記透明基材上に設けられた暗色遮光パターン層と、
　前記透明基材の前記暗色遮光パターン層が設けられた面上に設けられたレリーフパター
ン部とを含むフィルムマスクを提供する。
【００１０】
　本出願の他の一実施形態によると、前記レリーフパターン部は、所定の間隔で形成され
た２以上のレリーフパターンを含む。
【００１１】
　本出願の他の一実施形態によると、前記レリーフパターン部は、同一の厚さを有して所
定の間隔で形成された２以上のレリーフパターンを含む。
【００１２】
　本出願の他の一実施形態によると、前記暗色遮光パターン層は、ＵＶ領域の遮断特性を
示すことが好ましく、例えば、ＵＶ領域帯の反射率が約３０％以下であれば、特に限定さ
れない。一実施形態によると、前記暗色遮光パターン層は、ブラックマトリックス材料、
カーボンブラック系材料、染料（ｄｙｅ）が混合された樹脂およびＡｌＯｘＮｙ（０≦ｘ
≦１．５、０≦ｙ≦１、ｘおよびｙは、Ａｌ　１原子に対するそれぞれのＯおよびＮの原
子数の比）のうち少なくとも一つからなることができる。
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【００１３】
　本出願の他の一実施形態によると、前記透明基材と前記暗色遮光パターン層との間に設
けられた金属層をさらに含んでもよい。前記金属層は、例えば、アルミニウム層である。
【００１４】
　本出願の他の一実施形態によると、前記透明基材と前記暗色遮光パターン層との間に金
属層が設けられ、前記フィルムマスクは、前記金属層の厚さが互いに異なる２以上の領域
を含むか、前記暗色遮光パターン層の厚さが互いに異なる２以上の領域を含むか、または
前記フィルムマスクは、前記透明基材と前記暗色遮光パターン層との間に金属層が設けら
れた領域と、前記透明基材と前記暗色遮光パターン層が直接接する領域とを含む。
【００１５】
　本出願の他の一実施形態によると、前記暗色遮光パターン層上に設けられた表面保護層
をさらに含む。
【００１６】
　本出願の他の一実施形態によると、前記暗色遮光パターン層および前記レリーフパター
ン部上に設けられた離型力強化層をさらに含む。
【００１７】
　本出願の他の一実施形態によると、前記暗色遮光パターン層と透明基材との間に、また
は前記暗色遮光パターン層と前記レリーフパターン部との間に設けられた付着層をさらに
含む。
【００１８】
　本出願の他の一実施形態によると、前記暗色遮光パターン層と透明基材との間に設けら
れた金属層を含み、前記金属層と前記透明基材との間に設けられた付着層をさらに含む。
【００１９】
　本出願の他の一実施形態は、
　透明基材上に暗色遮光パターン層を形成するステップと、
　前記透明基材の暗色遮光パターン層が設けられた面上にレリーフパターン部を形成する
ステップとを含むフィルムマスクの製造方法を提供する。
【００２０】
　本出願の他の一実施形態は、上述の実施形態に係るフィルムマスクを用いるパターンの
形成方法を提供する。
【００２１】
　本出願の他の一実施形態は、２枚の基材と、前記２枚の基材の間に設けられた感光性樹
脂組成物と、前記感光性樹脂組成物が２枚の基材の外部に流出しないように２枚の基材を
シールするシール部とを含む積層体の一面に、上述の実施形態に係るフィルムマスクのレ
リーフパターン部が積層体に接するように加圧するステップと、
　前記フィルムマスクを介して前記積層体を露光するステップと、
　前記２枚の基材の内部に硬化されていない樹脂組成物を現像するステップとを含むパタ
ーンの形成方法を提供する。
【００２２】
　本出願の他の一実施形態は、上述の実施形態に係るフィルムマスクを用いて形成されて
いるパターンを提供する。
【００２３】
　本出願の他の一実施形態は、基材と、前記基材上に設けられた感光性樹脂組成物を用い
て形成されたパターンとを含み、前記パターンは、所定の間隔で設けられたパターン流失
部分を含む。
【００２４】
　本出願の他の一実施形態は、２枚の基材と、前記２枚の基材の間で感光性樹脂組成物を
用いて形成され、両末端がそれぞれ２枚の基材に接するパターンとを含み、前記パターン
の両末端間の長さは、均一であるパターン構造体を提供する。
【発明の効果】
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【００２５】
　本出願に記載の実施形態に係るフィルムマスクは、ロールを用いたパターニングの際、
ロールの走行方向であるＭＤ（Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）およびＴＤ（Ｔｒ
ａｎｓｖｅｒｓｅ　Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）のムラ（Ｍｕｒａ）を改善することができ、ロ
ールツーロール工程に適用する際に、間隔ロール（ｇａｐ　ｒｏｌｌ）と支持ロール（ｓ
ｔｅｅｌ　ｒｏｌｌ）の局所的な変形による器具不良がある場合にも、所定の圧力条件で
全体的な厚さ均一性を維持できることから、均一な厚さのパターンを形成することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】従来のＤＦＲ方法を用いて形成されたパターンの状態の写真である。
【図２】フィルムマスクを用いてロールツーロール工程により露光する過程の模式図であ
る。
【図３】ロールツーロール工程での器具的不良を例示したものである。
【図４】ゴムロールの形状不良を例示したものである。
【図５】従来のフィルムマスクを用いたパターン形成時の残膜の問題を示す写真である。
【図６】本出願の一実施形態に係るフィルムマスクの透過斜視図である。
【図７】本出願の一実施形態に係るフィルムマスクの垂直断面図である。
【図８】本出願の一実施形態に係るフィルムマスクの垂直断面図である。
【図９】本出願の一実施形態に係るフィルムマスクの上面で観察した状態を例示したもの
である。
【図１０】実施例により製造されたフィルムマスクおよびこれにより製造されたパターン
の形状の写真を示したものである。
【図１１】本出願の一実施形態に係る暗色遮光パターン層の材料の波長による反射率、透
過率、吸収率を示したものである。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本出願の一実施形態に係るフィルムマスクは、透明基材と、前記透明基材上に設けられ
た暗色遮光パターン層と、前記透明基材の前記暗色遮光パターン層が設けられた面上に設
けられたレリーフパターン部とを含むことを特徴とする。
【００２８】
　暗色遮光パターン層を有するフィルムマスクに、さらにレリーフパターン部を形成する
ことで、液状または流動状の感光性樹脂を用いたパターニングの際に生じるロールの走行
方向であるＭＤ（Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）およびＴＤ（Ｔｒａｎｓｖｅｒ
ｓｅ　Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）のムラ（Ｍｕｒａ）を解決することができる。また、間隔ロ
ール（ｇａｐ　ｒｏｌｌ）と支持ロール（ｓｔｅｅｌ　ｒｏｌｌ）の局所的な変形による
器具不良があったり、ロールの間に液状または流動状の感光性樹脂組成物が存在して厚さ
の調節が難しい場合にも、前記レリーフパターン部により、ロールの間で所定の圧力条件
で全体的な厚さ均一性を維持できることから、均一な厚さのパターンを形成することがで
きる。
【００２９】
　本出願の一実施形態によると、前記レリーフパターン部は、所定の間隔で形成された２
以上のレリーフパターンを含む。所定の間隔で配置されたレリーフパターンにより、ロー
ルの間で全体的に厚さ均一性を維持することができる。必要に応じて、前記レリーフパタ
ーン部は、同一の厚さを有して所定の間隔で形成された２以上のレリーフパターンを含む
。
【００３０】
　図６および図７にレリーフパターン部を有するフィルムマスクの構造を例示した。図７
のフィルムマスクには、暗色遮光パターン層の他、付着層、金属層、表面保護層および離
型力強化層がさらに設けられているが、これらの一部は、必要に応じて省略され得る。
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【００３１】
　図６および図７のような構造のフィルムマスクを製造してパターンを成形する際、ネガ
型樹脂（ＵＶ硬化型）を用いる場合、遮光領域にレリーフパターン部が位置するようにし
てもよい。前記レリーフパターン部は、露光時にフィルムマスクとパターニングしようと
する材料との間隔（Ｇａｐ）を維持する役割をし、且つ当該レリーフパターン部と暗色遮
光パターン層が重なる領域は、露光後に現像される領域に相当するため、実際、製品にあ
まり影響を与えなくなる。しかし、暗色遮光パターン層を含むフィルムマスクを製造した
後、さらにレリーフパターン部を形成する場合、特別な位置合わせ（Ａｌｉｇｎ）を行わ
ないと、レリーフパターン部が、遮光領域と重複しない部分に位置し得ることから、パタ
ーンが流失され得る。
【００３２】
　パターンの流失を最小化するために、規則的なパターンの形成時には、暗色遮光パター
ン層のパターンの周期性と、レリーフパターン部の周期性とがなす最小公倍数をできるだ
け大きく設計することが好ましい。一例として、暗色遮光パターン層のパターンの周期性
（ピッチ）が１１５マイクロメータの場合、１１５マイクロメータの整数倍に相当する周
期性（ピッチ）を有するレリーフパターン部を導入する場合には、レリーフパターン部と
暗色遮光パターン層のパターンの重なりが生じる。例えば、１１５マイクロメータの整数
倍である２３０、３４５、４６０、５７５、６９０、８０５などのピッチでレリーフパタ
ーン部の位置を定義する場合、パターンの流失が生じる可能性が高い。したがって、これ
を最小化するためには、暗色遮光パターン層のパターンのピッチ、例えば、１１５マイク
ロメータの（Ｎ＋０．１）倍数～（Ｎ＋０．９）倍数、例えば、（Ｎ＋０．５）倍数でレ
リーフパターン部のパターンのピッチを設計することが好ましい。ここで、Ｎは、整数で
ある。
【００３３】
　一例として、フィルムマスクがドットパターンを形成するための形態の暗色遮光パター
ン層が形成されている場合、暗色遮光パターン層の開口部、すなわち、暗色遮光パターン
層が存在していないドットパターン状の直径を１５マイクロメータ、ドットパターンのピ
ッチを１１５マイクロメータに設計し、その上に位置したレリーフパターン部の各パター
ンの前記透明基材の暗色遮光パターン層が形成された面に接する領域の直径を５０マイク
ロメータに設計し、レリーフパターン部のピッチを７５０マイクロメータに設計する場合
、図８のように形成され得る。図８には、白い円で表示した領域のように、パターンを形
成しようとする部分とレリーフパターン部の重なりが生じていることが示されている。
【００３４】
　一実施形態において、前記暗色遮光パターン層は、ＵＶ領域の遮断特性を示すものであ
れば、特に限定されず、例えば、ＵＶ領域帯（１００ｎｍ～４００ｎｍ）の反射率約３０
％以下の材料が使用され得る。一実施形態によると、前記暗色遮光パターン層は、ブラッ
クマトリックス材料、カーボンブラック系材料、染料（ｄｙｅ）が混合された樹脂および
ＡｌＯｘＮｙ（０≦ｘ≦１．５、０≦ｙ≦１、ｘおよびｙは、Ａｌ　１原子に対するそれ
ぞれのＯおよびＮの原子数の比）のうち少なくとも一つからなってもよい。前記ｘおよび
ｙの範囲は、ｘ＞０、またはｙ＞０、またはｘ＞０およびｙ＞０であることが好ましい。
【００３５】
　前記暗色遮光パターン層がＡｌＯｘＮｙからなる場合、０＜ｘ≦１．５または０＜ｙ≦
１であることが好ましい。前記暗色遮光パターン層としてアルミニウム酸化物、アルミニ
ウム窒化物またはアルミニウム酸窒化物を使用する場合、暗色遮光パターン層の単独でも
ＵＶ波長に対する半透過特性および反射防止特性を示すことができ、これに基づいて、暗
色遮光パターン層の厚さに応じて、または金属層との積層構造を導入することで、多層パ
ターニングのために使用されるハーフトーンマスクの製造に適用され得る。
【００３６】
　前記暗色遮光パターン層の材料および厚さは、フィルムマスクを用いてパターン化しよ
うとする材料およびパターンのサイズや形状に応じて決定され得、特に、求められるＵＶ
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光透過度に応じてその厚さが決定され得る。例えば、前記暗色遮光パターン層は、５ｎｍ
～２００ｎｍの厚さを有してもよく、光を遮断する厚さであれば、如何なる厚さでもよい
。
【００３７】
　前記暗色遮光パターン層は、ＵＶ露光により具現しようとするパターンの形状を開口領
域として有するパターン形状を有してもよい。例えば、円柱状またはドット状のパターン
を形成しようとする場合、前記暗色パターン遮光層は、円形の開口を有するパターンを有
してもよい。前記暗色遮光パターン層を上述のＡｌＯｘＮｙで形成する場合、開口のサイ
ズを所望のサイズに形成することが容易であり、例えば、直径が１～３０マイクロメータ
である円形、または線幅が１～３０マイクロメータである線形の開口を有してもよい。特
に、前記暗色遮光パターン層を上述のＡｌＯｘＮｙで形成する場合、１５マイクロメータ
以下の高解像度パターンを形成することができるだけでなく、露光方式による走査ムラの
問題を最小化することができる。
【００３８】
　前記暗色遮光パターン層のパターンを具現するためには、通常使用されるレーザを用い
た直接（Ｄｉｒｅｃｔ）露光工程の他、フォトリソグラフィを活用したり、オフセットお
よびインクジェットなどの印刷技法を用いる様々な方法が適用され得る。
【００３９】
　本発明者らは、Ａｌ層およびＡｌ系窒酸化物それぞれの単層および積層（ＡｌＯｘＮｙ
／Ａｌ）構造のＵＶ領域（１００ｎｍ～４００ｎｍ）に対する反射および吸収波長を測定
したところ、積層構造の場合、ＵＶ領域帯に対して約３０％以下の反射率を有しているこ
とを確認し、残りの光は吸収することで、全体的にマスク素材として使用できることを確
認した（図１１）。換言すれば、ＡｌＯｘＮｙ層の単独でもＵＶ波長に対する半透過特性
および反射防止特性を示すことから、従来のマスク構造において反射防止膜の役割を果た
すことを確認した。
【００４０】
　前記透明基材は、上述のフィルムマスクを用いて露光工程を行うために必要な程度の光
透過率を有するものであれば、特に限定されない。前記透明基材は、フィルムマスクを用
いてパターン化しようとするパターンのサイズや材料に応じて決定され得、例えば、可視
光透過率が５０％以上の透明基材が使用されることが好ましい。フィルムマスクを用いた
パターンの形成時にロールを用いるために、前記透明基材は、フレキシブル基材を使用す
ることが好ましく、例えば、プラスチックフィルム、具体的には、ポリエチレンテレフタ
レート（ＰＥＴ）フィルムが使用され得る。前記透明基材の厚さは、フィルムマスクを支
持できる程度であれば十分であり、特に限定されない。例えば、前記透明基材の厚さは、
１０ｎｍ～１ｍｍ、具体的には、１０マイクロメータ～５００マイクロメータであっても
よい。
【００４１】
　前記レリーフパターン部は、当技術分野において知られている樹脂からなってもよく、
好ましくは、感光性樹脂からなってもよい。前記レリーフパターン部の厚さや前記暗色遮
光パターン層と接する各パターンのサイズは、必要に応じて決定され得る。例えば、レリ
ーフパターン部の厚さは、１００ｎｍ～１ｍｍ、例えば、１マイクロメータ～１０マイク
ロメータから決定され得る。前記レリーフパターン部の各パターンが前記暗色遮光パター
ン層と接するパターンのサイズは、直径または最長の長さが１マイクロメータ～１００マ
イクロメータであってもよい。前記レリーフパターン部の各パターンが前記暗色遮光パタ
ーン層と接するパターンの形状は、円形または多角形であってもよいが、特に限定されな
い。
【００４２】
　一実施形態によると、前記透明基材と前記暗色遮光パターン層との間に設けられた金属
層をさらに含んでもよい。
【００４３】
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　前記金属層は、前記暗色遮光パターン層の遮光性を補完することができ、前記暗色遮光
パターン層の形成またはパターン化を容易にすることができる。前記金属層は、遮光性を
補完できる材料または前記暗色遮光パターン層を容易に形成できる材料が使用され得る。
例えば、アルミニウム（Ａｌ）が使用され得、この場合、その上にアルミニウム酸化物、
アルミニウム窒化物またはアルミニウム酸窒化物からなる暗色遮光パターン層を容易に形
成することができる。また、アルミニウムは、アルミニウム酸化物、窒化物または酸窒化
物からなる暗色遮光層と同時にパターン化することが容易である。前記金属層の厚さは、
遮光性、工程性または可撓性を考慮して決定され得、例えば、１ｎｍ～１０マイクロメー
タ内で決定され得る。
【００４４】
　本出願の他の一実施形態によると、フィルムマスクにおいて遮光の役割をする素材の耐
久性および付着特性などに応じて、暗色遮光パターン層の下部に付着層がさらに設けられ
たり、暗色遮光パターン層上に表面保護層が設けられたり、暗色遮光パターン層およびレ
リーフパターン部上に設けられた離型力強化層をさらに導入してもよい。
【００４５】
　前記付着層は、前記暗色遮光パターン層と前記透明基材との間または前記暗色遮光パタ
ーン層と前記レリーフパターン部との間に設けられ得る。また、前記付着層は、前記金属
層と前記透明基材との間に設けられ得る。前記付着層としては、前記透明基材または前記
レリーフパターン部と前記暗色遮光パターン層または金属層との付着力を強化し、且つフ
ィルムマスクを用いたパターン化に否定的な影響を与えないものが使用され得る。例えば
、アクリル系、エポキシ系あるいはウレタン系といった付着層の材料が使用され得る。
【００４６】
　前記表面保護層の場合には、一例としてウレタンアクリレート系の表面保護層を導入し
てもよく、これもまた硬度ＨＢ水準以上の場合にはあまり関係ないことを確認した。ただ
し、フィルムマスクによる製品の残膜および解像度増加などを考慮すると、できるだけ基
材あるいは付着層よりも屈折率が高く、ＵＶ光を吸収しない層を表面保護層として使用す
ることが好ましい。
【００４７】
　次に、最外側層に相当する離型力強化層の場合、フッ素系、シリコン系、またはこれら
の混合物を含む形態の層を導入してもよく、導入時に、厚さ１００ｎｍ以下の層が好まし
いことを確認した。例えば、前記離型力強化層は、１ｎｍ～１００ｎｍの厚さに形成され
得る。当該層を構成する方法は、ウェットコーティング（ｗｅｔ　ｃｏａｔｉｎｇ）方法
および気相蒸着方法があり、気相蒸着方法がより有利である。
【００４８】
　さらに、ユーザの工程に応じて、厚さ増加を目的として作製されたフィルムマスクをさ
らなる基材および接着層により補強して使用してもよい。前記離型力強化層は、パターニ
ングしようとする基材、例えば、ＰＥＴのようなプラスチックフィルム、ＩＴＯフィルム
などの表面エネルギー以下の表面エネルギー、例えば、３０ｄｙｎｅｓ／ｃｍ以下の場合
、一般的な離型工程および成形工程に効果がある。前記離型力強化層の表面エネルギーは
、好ましくは２２ｄｙｎｅｓ／ｃｍ以下、より好ましくは１５ｄｙｎｅｓ／ｃｍ以下であ
ることが、良好な性能を示すことができる。前記離型力強化層の表面エネルギーは、低い
ほど好ましく、０ｄｙｎｅｓ／ｃｍ超３０ｄｙｎｅｓ／ｃｍ以下であってもよい。
【００４９】
　前記離型力強化層の材料としては、前記表面エネルギーを有するものであれば、特に限
定されず、フッ素系物質、シリコン系物質またはこれらの混合物が使用されてもよい。具
体例として、パーフルオロエーテル鎖を有するフッ素系物質、アルコキシシランまたはシ
ラノールを有するシリコン系物質、またはこれらの混合物が使用されてもよい。前記アル
コキシシランまたはシラノールといったシリコン系物質は、他の基材との付着力を向上さ
せることができる。さらに、前記離型力強化層は、離型力強化層の耐久性を補強するため
に、ＳｉＯ２層またはＴｉＯ２層をさらに含んでもよい。例えば、ＳｉＯ２層またはＴｉ
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Ｏ２層を先ず蒸着した後、シラノールを含む層を形成する場合、常温でシラノールの‐Ｏ
Ｈが脱水縮合反応を行い、これに接する層の表面と完全に結合するように誘導することが
できる。
【００５０】
　本出願の他の一実施形態によると、前記透明基材と前記暗色遮光パターン層との間に金
属層が設けられ、前記フィルムマスクは、前記金属層の厚さが互いに異なる２以上の領域
を含むか、前記暗色遮光パターン層の厚さが互いに異なる２以上の領域を含むか、または
前記フィルムマスクは、前記透明基材と前記暗色遮光パターン層との間に金属層が設けら
れた領域と、前記透明基材と前記暗色遮光パターン層が直接接する領域とを含む。図８に
金属層が設けられた領域と、金属層が設けられていない領域とを含むフィルムマスクの構
造を例示した。このように金属層または暗色遮光パターン層の厚さまたは金属層の有無に
応じて、フィルムマスク内に光透過度が相違する部分を形成することで、ハーフトーン（
ｈａｌｆ　ｔｏｎｅ）領域を作製することができる。図８において、暗色遮光パターンお
よび金属層のない一般マスク領域により形成されるパターンに比べ、ＵＶ光の一部のみを
通過させる暗色遮光パターン層が存在するハーフトーン領域により形成されたパターンの
厚さが、より薄く形成される。
【００５１】
　本出願の他の一実施形態は、
　透明基材上に暗色遮光パターン層を形成するステップと、
　前記透明基材の暗色遮光パターン層が設けられた面上にレリーフパターン部を形成する
ステップとを含むフィルムマスクの製造方法を提供する。
【００５２】
　前記暗色遮光パターン層を形成するステップは、透明基材上に暗色遮光パターン層形成
用材料で暗色遮光層を形成した後、フォトレジストコーティング（ＰＲ　ｃｏａｔｉｎｇ
）、ＵＶ露光（ＵＶ　ｅｘｐｏｓｕｒｅ）、現像（ｄｅｖｅｌｏｐ）、エッチング（ｅｔ
ｃｈｉｎｇ）およびストリッピング（ｓｔｒｉｐｐｉｎｇ）工程により行うことができる
。必要に応じて、検査および修理（ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ　＆　ｒｅｐａｉｒ）過程を経
てもよい。
【００５３】
　前記レリーフパターン部を形成するステップは、接着樹脂をコーティングし、ＵＶ露光
した後、レリーフパターン部形成用樹脂組成物をコーティングし、ＵＶ露光する工程によ
り行うことができる。必要に応じて、検査および修理（ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ　＆　ｒｅ
ｐａｉｒ）過程を経てもよい。前記接着樹脂をコーティングし、ＵＶを露光して形成され
た層は、上述の付着層に対応し得る。
【００５４】
　本出願の他の一実施形態は、上述の実施形態に係るフィルムマスクを用いるパターンの
形成方法を提供する。一例によると、２枚の基材と、前記２枚の基材の間に設けられた感
光性樹脂組成物と、前記感光性樹脂組成物が２枚の基材の外部に流出しないように２枚の
基材をシールするシール部とを含む積層体の一面に、上述の実施形態に係るフィルムマス
クのレリーフパターン部が積層体に接するように加圧するステップと、前記フィルムマス
クを介して前記積層体に露光を施すステップと、前記２枚の基材の内部に硬化されていな
い樹脂組成物を現像するステップとを含むパターンの形成方法を提供する。
【００５５】
　本出願の他の一実施形態は、上述の実施形態に係るフィルムマスクを用いて形成されて
いるパターンを提供する。
【００５６】
　本出願の他の一実施形態は、基材と、前記基材上に設けられた感光性樹脂組成物を用い
て形成されたパターンとを含むパターン構造体に関し、前記パターンは、所定の間隔でパ
ターン欠失部分を含む。前記基材のパターンが設けられた面には、さらなる基材が設けら
れ得る。すなわち、前記パターンは、２枚の基材の間に設けられ得る。
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【００５７】
　本出願の他の一実施形態は、２枚の基材と、前記２枚の基材の間で感光性樹脂組成物を
用いて形成され、両末端がそれぞれ２枚の基材に接するパターンとを含むパターン構造体
に関し、前記パターンの両末端間の長さは均一である。ここで、前記パターンの両末端間
の長さは、上述において、パターンの厚さに対応する表現である。前記２枚の基材は、可
撓性を有するものであれば、特に限定されず、例えば、プラスチックフィルム、具体的に
は、ＰＥＴフィルムが使用され得る。
【実施例】
【００５８】
　以下、実施例により本発明をより詳細に説明する。ただし、以下の実施例は、本発明を
例示するためのものであって、本発明を限定するためのものではない。
【００５９】
　実施例１
【００６０】
　厚さ２５０マイクロメータのＰＥＴ基材上にウレタン系材料を用いて付着層を形成し、
プラズマ前処理を行った後、厚さ１００ｎｍのＡｌ層をスパッタリング方法で形成した。
Ａｌ層上に反応性ガスである窒素を添加し、反応性スパッタリング法（ｒｅａｃｔｉｖｅ
　ｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇ）によりＡｌＯｘＮｙ層（ｘ＞０、０．３≦ｙ≦１）を形成した
。次に、ポジ型フォトレジスト（ドンジンセミケム社製、Ｎ２００）をコーティングし、
ステージ（ｓｔａｇｅ）上に固定し、ＵＶレーザ３６５ｎｍを用いてＵＶ露光（ＵＶ　ｅ
ｘｐｏｓｕｒｅ）を行った。次に、ＴＭＡＨ　１．３８％溶液を用いて現像（ｄｅｖｅｌ
ｏｐ）し、フォトレジストパターンを形成した。前記フォトレジストパターンを用いて前
記Ａｌ層およびＡｌＯｘＮｙ層を酸容液でエッチング（ｅｔｃｈｉｎｇ）し、剥離液（Ｌ
Ｇ化学社製、ＬＧ２０２）を用いてストリッピング（ｓｔｒｉｐｐｉｎｇ）し、パターン
を形成した。この際、ＡｌＯｘＮｙ層の開口部は、直径１５マイクロメータのドットパタ
ーンが１１５マイクロメータのピッチを有するように設計された。
【００６１】
　次に、ＡｌＯｘＮｙ層上に接着層をコーティングし、レリーフパターン部形成用樹脂組
成物（ＵＶ硬化型ウレタンアクリレート樹脂）を塗布した後、エッチング深さが７．５マ
イクロメータであるガラスクリシェをマスターモールドとして用いてインプリントするこ
とで、レリーフパターン部を形成した。この際、クリシェは、気相でＳｉ系離型処理を行
ってインプリントおよびＵＶ硬化後、レリーフパターン部との離型力を極大化し、作製さ
れたレリーフパターン部を有するフィルムマスクは、離型処理により工程の間に生じる残
渣を容易に除去できるように誘導した。
【００６２】
　前記のように製造されたフィルムマスクを用いてＵＶ硬化型ウレタンアクリレート樹脂
をパターニングした。
【００６３】
　図１０は前記のように製造されたフィルムマスクを用いて形成したパターンにおいて、
暗色遮光パターン層の開口部とレリーフパターン部が重なることによるパターン流失の例
を示したものである。図９の（Ａ）はレリーフパターン部を有するフィルムマスクの形状
、図９の（Ｂ）は前記フィルムマスクを用いて形成されているパターンを示した写真であ
る。
【００６４】
　図１０の（Ａ）に相当する領域の明るい色の円が、フィルムマスクに存在する暗色遮光
パターン層の開口部であるドットを示しており、黒い外側線のある円が、レリーフパター
ン部を示す。段差を測定したところ、レリーフパターン部領域に相当する部分のみが、全
て同様に７．３マイクロメータの段差が形成されていることを確認することができた。
【００６５】
　かかるレリーフパターン部を有するフィルムマスクを用いて、図２のような工程により
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したところ、図１０の（Ｂ）のようなパターンを得た。図１０の（Ｂ）によると、レリー
フパターン部の領域に相当する部分のドットパターンが流失されており、これは、フィル
ムマスクとパターン化しようとするフィルム基材を用いたロールツーロール工程途中にフ
ィルムの間で生じるスリップ（Ｓｌｉｐ）現象によるものと推定され、スリップが生じる
規模（Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ）は、１００マイクロメータ内外水準と判断される。さらに、
周りのドットパターンの段差を測定したところ、いずれもレリーフパターン部の段差と同
様の７．３マイクロメータ内外に形成されていることを確認することができた。
【００６６】
　前記のような段差の均一性をより巨視的に確認するために、一面はドットスペーサ（ｓ
ｐａｃｅｒ）が形成された基材と、一面は一般平面の基材を用いて、液晶セルを製造した
。
【００６７】
　この際、ドットスペーサフィルムは、レリーフのギャップ（Ｇａｐ）パターンが形成さ
れたマスクフィルムを用いて、基材の間にＵＶレジン（Ｒｅｓｉｎ）を充填した後、露光
により製造した。この際、基材フィルムとしては、ＩＴＯフィルムを用いており、レリー
フのギャップパターンが形成されたマスクフィルムは、前記記載の方式と同様に製造した
。
【００６８】
　前記フィルム上に、樹脂に染料（Ｄｙｅ）が混合されている溶液を塗布した後、ＰＥＴ
フィルムを介してラミネートし、５５インチ内の９点（Ｐｏｉｎｔ）位置に対する高さ均
一性を観察し、その結果を下記表１に示した。
【表１】

【００６９】
　前記表１において、サイズ（Ｓｉｚｅ）は、フィルムマスクの円形（ドット）パターン
（開口）を介して露光された部分の直径を意味する。前記円形パターンのギャップが均一
でないと、円錐状にパターンが形成され、サイズ（Ｓｉｚｅ）の均一性が低下する。
【００７０】
　比較例１
【００７１】
　レリーフパターン部を形成していない以外は、実施例１と同様に実施した。実施例１と
同様、製造されたフィルムマスクを用いて製造されたドットパターンにより、２枚の基材
の間にドットパターンがスペーサとして形成されたドットスペーサフィルム（ｄｏｔ　ｓ
ｐａｃｅｒ　ｆｉｌｍ）を製造した。前記フィルム上に、樹脂に染料（Ｄｙｅ）が混合さ
れている溶液を塗布した後、ＰＥＴフィルムを介してラミネートし、５５インチ内の９点
（Ｐｏｉｎｔ）位置に対する高さ均一性を観察し、その結果を下記表２に示した。
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【表２】

【００７２】
　比較例１で得られた９点（ｐｏｉｎｔ）位置での厚さ均一性に比べ、実施例１の厚さ均
一性が非常に優れていることを確認することができた。
【００７３】
　表１および表２の結果によると、レリーフパターン部が形成されていないマスクの場合
、露光時にフィルム間のギャップ（ｇａｐ）が均一でなく、フィルムマスクに存在するパ
ターンが露光されてから現れるサイズおよび高さの偏差が大きい一方、レリーフパターン
部（Ｇａｐ　ｓｐａｃｅｒ）が存在する場合、均一性が確保されることを確認することが
できる。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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